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 475 道路区域の決定及び供用開始・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （道路管理課） 11 

476 市道路線の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （道路管理課） 13 

477 道路区域の変更及び供用開始・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （道路管理課） 14 

478 和歌山市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例の規定に基づく 

指定管理者の指定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

（公園緑地課） 

 

14 

479 公示送達（令和２年度国民健康保険料更正通知書及び国民健康保険料決定通知書

並びに令和３年度国民健康保険料更正通知書及び国民健康保険料決定通知書）・ 

 

（国保年金課） 

 

14 

480 公示送達（市県民税普通徴収督促状、市県民税特別徴収督促状及び軽自動車税督

促状）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

（納税課） 

 

15 

481 和歌山都市計画地区計画（直川地区（４）地区計画）の変更の図書の縦覧・・・ （都市計画課） 15 

482 和歌山都市計画駐車場（市営北立体駐車場）の変更の図書の縦覧・・・・・・・ （都市計画課） 15 

483 和歌山都市計画生産緑地地区の変更の図書の縦覧・・・・・・・・・・・・・・ （都市計画課） 16 

 （令和４年）   

1 身体障害者福祉法の規定による医師の指定・・・・・・・・・・・・・・・・・ （障害者支援課） 16 

【 公 告 】 

○ 和歌山農業振興地域整備計画案の縦覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （農林水産課） 17 

○ 開発行為に関する工事の完了・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （都市計画課） 18 

○ 新型コロナウイルス感染症の予防接種の実施・・・・・・・・・・・・・・・・ （新型コロナワクチン

接種調整課） 

 

18 

○ 開発行為に関する工事の完了・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （都市計画課） 19 

【 選挙管理委員会告示 】 

44 選挙管理委員会の招集・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （選挙管理委員会事務局） 19 

45 選挙管理委員会の招集・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （選挙管理委員会事務局） 19 

46 和歌山市条例制定請求者署名簿に署名した者の総数及び有効署名の総数・・・・ （選挙管理委員会事務局） 20 

47 和歌山市条例制定請求者署名簿の縦覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （選挙管理委員会事務局） 20 

【 人事委員会公告 】 

○ 令和３年度和歌山市職員（医師）採用選考の実施・・・・・・・・・・・・・・ （人事委員会事務局） 20 

【 教育委員会告示 】 

20 教育委員会の招集・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （教育政策課） 23 

 

【 規 則 】 

 

和歌山市行政組織規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和３年１２月２８日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

和歌山市規則第９９号 

和歌山市行政組織規則の一部を改正する規則 

和歌山市行政組織規則（平成１５年規則第１３号）の一部を次のように改正する。 

第２１条の２第２項中「置き、」の次に「福祉事務所の」を、「社会福祉部長を、」の次に「福祉事務所の」

を加え、同条第３項中「副所長」を「福祉事務所の副所長」に、「所長」を「福祉事務所の所長」に改める。 

第２１条の３に次の１項を加える。 
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 ３ 保健所の所長に事故があるとき、又は保健所の所長が欠けたときは、市長は、必要に応じ職務代理者を置く

ことができる。 

附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

（令和３年１２月２８日掲示済）  

 

和歌山市職員給与条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和４年１月４日 

                                 和歌山市長  尾 花 正 啓    

和歌山市規則第１号 

   和歌山市職員給与条例施行規則の一部を改正する規則 

 和歌山市職員給与条例施行規則（昭和２６年規則第８号）の一部を次のように改正する。 

 第２３条の２中「は、１５」を「は、毎年４月１日から翌年の３月３１日までの間における勤務時間条例第９

条に規定する祝日法による休日（土曜日に当たる日を除く。）及び同条に規定する年末年始の休日（日曜日又は

土曜日に当たる日を除く。）の日数の合計数」に改める。  

   附 則 

この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

（令和４年１月４日掲示済）  

 

【 告 示 】 

 

和歌山市告示第４５６号 

 和歌山市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成２４年条例第４号）第７条第１項の規

定により指定管理者を指定したので、同条第２項の規定により告示する。 

  令和３年１２月２０日 

                                 和歌山市長  尾 花 正 啓    

公の施設の名称 指定管理者 指定期間 

和歌山市加太総合交流センター 和歌山市加太２６９２番地 

和歌山市加太地区連合自治会 

会長 尾家賢司 

令和４年４月１日から令和９年

３月３１日まで 

（令和３年１２月２０日掲示済）  

 

和歌山市告示第４５７号 

 和歌山市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成２４年条例第４号）第７条第１項の規

定に基づき指定管理者を指定したので、同条第２項の規定により次のとおり告示する。 

  令和３年１２月２０日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

公の施設の名称 指定管理者 指定期間 

和歌山市南出島地区集会所 宮前地区第１６区自治会 令和４年４月１日から令和９年３月

３１日まで 

和歌山市北出島・有家西集会所 宮地区第１６区自治会 令和４年４月１日から令和９年３月

３１日まで 

和歌山市新中島地区集会所 宮前地区第２４区自治会 令和４年４月１日から令和９年３月

３１日まで 

和歌山市有家地区集会所 宮地区第３区自治会 令和４年４月１日から令和９年３月 
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   ３１日まで 

和歌山市三葛地区集会所 名草地区三葛自治会 令和４年４月１日から令和９年３月

３１日まで 

和歌山市加太地区会館深山分館 加太地区深山自治会 令和４年４月１日から令和９年３月

３１日まで 

和歌山市紀三井寺北集会所 名草地区旭橋団地自治会 令和４年４月１日から令和９年３月

３１日まで 

和歌山市有本地区集会所 四箇郷地区栗林北自治会 令和４年４月１日から令和９年３月

３１日まで 

和歌山市宮北地区集会所 宮北地区連合自治会 令和４年４月１日から令和９年３月

３１日まで 

（令和３年１２月２０日掲示済）  

 

和歌山市告示第４５８号 

 和歌山市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成２４年条例第４号）第７条第１項の規

定により指定管理者を指定したので、同条第２項の規定により告示する。 

令和３年１２月２０日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

公の施設の名称    指定管理者     指定期間 

和歌山市立杭の瀬共同浴場 杭の瀬共同浴場運営委員会 令和４年４月１日から令和９年３月

３１日まで 

和歌山市立芦原共同浴場 芦原共同浴場運営委員会 令和４年４月１日から令和９年３月

３１日まで 

（令和３年１２月２０日掲示済）  

 

和歌山市告示第４５９号 

次に係る別紙の者は、その住所及び居所が明らかでないため介護保険料督促状の送達ができないので、介護保

険法（平成９年法律第１２３号）第１４３条において準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条

の２の規定により告示する。 

なお、送達すべき介護保険料督促状は、介護保険課において保管し、送達を受けるべき者の申出により交付す

る。 

令和３年１２月２０日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

年度 期別 種別 備考 

令和３年度 第５期 介護保険料 督促状の指定納付期限を令和３年１２月３０日に変更する。 

 （別紙省略） 

（令和３年１２月２０日掲示済）  

 

和歌山市告示第４６０号 

和歌山市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成２４年条例第４号）第７条第１項の規

定により指定管理者を指定したので、同条第２項の規定により告示する。 

令和３年１２月２０日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

公の施設の名称 指定管理者 指定期間 

和歌山市夜間・休日応急診 

療センター 

和歌山市夜間・休日急患対策協 

会 

令和４年４月１日から令和５年３月３１ 

日まで 
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 （令和３年１２月２０日掲示済）  

 

和歌山市告示第４６１号 

 和歌山市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成２４年条例第４号）第７条第１項の規

定により指定管理者を指定したので、同条第２項の規定により告示する。 

  令和３年１２月２０日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

公の施設の名称 指定管理者 指定期間 

福祉交流館 社会福祉法人和歌山市社会福祉

協議会 

令和４年４月１日から令和７年３月３１

日まで 

（令和３年１２月２０日掲示済）  

 

和歌山市告示第４６２号 

 和歌山市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成２４年条例第４号）第７条第１項の規

定により指定管理者を指定したので、同条第２項の規定により告示する。 

令和３年１２月２０日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

公の施設の名称    指定管理者     指定期間 

和歌山市ふれ愛センター 社会福祉法人和歌山市社会福祉協議会 令和４年４月１日から令和７年３月

３１日まで 

（令和３年１２月２０日掲示済）  

 

和歌山市告示第４６３号 

 次に係る別紙の者は、その住所及び居所が明らかでないため後期高齢者医療保険料決定（変更）通知書が送達

できないので、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）第１１２条において準用する地方

税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定により告示する。 

 なお、送達すべき後期高齢者医療保険料決定（変更）通知書は、保険総務課において保管し、送達を受けるべ

き者の申出により交付する。 

令和３年１２月２１日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

年度 種別 

令和３年度 後期高齢者医療保険料 

 （別紙省略） 

（令和３年１２月２１日掲示済）  

 

和歌山市告示第４６４号 

 次に係る別紙の者は、その住所及び居所が明らかでないため後期高齢者医療保険料督促状が送達できないので、

高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）第１１２条において準用する地方税法（昭和２５

年法律第２２６号）第２０条の２の規定により告示する。 

 なお、送達すべき後期高齢者医療保険料督促状は、保険総務課において保管し、送達を受けるべき者の申出に

より交付する。 

令和３年１２月２１日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

年度 種別 備考 

令和３年度 後期高齢者医療保険料 納期は、令和４年１月７日に変更する。 

 （別紙省略） 
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 （令和３年１２月２１日掲示済）  

 

和歌山市告示第４６５号 

 和歌山市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成２４年条例第４号）第７条第１項の規

定により指定管理者を指定したので、同条第２項の規定により告示する。 

  令和３年１２月２１日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

公の施設の名称 指定管理者 指定期間 

和歌山市営片男波海水浴場駐車

場 

片男波海水浴場管理運営委員会 令和４年４月１日から令和７年

３月３１日まで 

（令和３年１２月２１日掲示済）  

 

和歌山市告示第４６６号 

 和歌山市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成２４年条例第４号）第７条第１項の規

定により指定管理者を指定したので、同条第２項の規定により告示する。 

  令和３年１２月２３日 

                                 和歌山市長  尾 花 正 啓    

公の施設の名称 指定管理者 指定期間 

和歌山市四季の郷公園 有限責任事業組合ＦＯＯＤ ＨＵＮＴＥＲ ＰＡ

ＲＫ 

令和４年４月１日から令和

９年３月３１日まで 

（令和３年１２月２３日掲示済）  

 

和歌山市告示第４６７号 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条の規定に基づき、道路区域を次のように変更し、令和３年１２

月２３日から供用を開始する。 

その関係図面は、和歌山市都市建設局道路河川部道路管理課において告示の日から１４日間一般の縦覧に供す

る。 

  令和３年１２月２３日 

                                 和歌山市長  尾 花 正 啓    

整理番号 路線名 区域変更の区間 
旧新

別 

延長 

（ｍ） 

幅員 

（ｍ） 

３８－８５ 雑賀８５号線 

和歌山市西浜９９９番６地先 

～ 

和歌山市西浜９９９番３地先 

旧 １９．４ ３．２０ 

新 １９．４ 

５．３０ 

～  

５．４０ 

３８－９９ 雑賀９９号線 

和歌山市西浜１２６９番１２地先 

～ 

和歌山市西浜１２６９番５地先 

旧 ３６．２ ３．２０  

新 ３６．２ 

４．９０ 

～  

５．００  

３８－９９ 雑賀９９号線 

和歌山市西浜１２７８番１１地先 

～ 

和歌山市西浜１２７８番９地先 

旧 ３５．４ ３．２０ 

新 ３５．４ ４．９０   

（令和３年１２月２３日掲示済）  

 

和歌山市告示第４６８号 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条の規定に基づき、道路区域を次のように変更し、令和３年１２
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 月２３日から供用を開始する。 

その関係図面は、和歌山市都市建設局道路河川部道路管理課において告示の日から１４日間一般の縦覧に供す

る。 

  令和３年１２月２３日 

                                 和歌山市長  尾 花 正 啓    

整理番号 路線名 区域変更の区間 
旧新

別 

延長 

（ｍ） 

幅員 

（ｍ） 

２４－５２ 西和佐５２号線 

和歌山市岩橋８５６番３地先 

～ 

和歌山市岩橋８５６番３地先 

旧 ２０．０ １．８０ 

新 ２０．０ ４．００ 

（令和３年１２月２３日掲示済）  

 

和歌山市告示第４６９号 

和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年条例第９号）第９条第２項の規定に基づき、放置禁

止区域内に放置されていた自転車等を移動し、保管したので、同条例第１０条第１項の規定により告示する。 

令和３年１２月２３日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 放置されていた場所及び移動し、保管した年月日 

放置されていた場所 移動し、保管した年月日 

ＪＲ和歌山駅中央口周辺自転車等放置禁止区域 令和３年１２月４日及び同月１３日 

ＪＲ和歌山駅東口周辺自転車等放置禁止区域 令和３年１２月９日 

南海和歌山市駅前周辺自転車等放置禁止区域 令和３年１２月７日 

２ 移動し、保管した理由 

  和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例第９条第２項に該当したため 

３ 保管場所 

  名称 紀和駅前自転車等保管所 

  所在地 和歌山市宇治家裏１６７番１ 

  電話 ４２２－４１００ 

４ 返還を受けるために必要なもの 

（１）自転車等の鍵 

（２）住所及び氏名を確認できるもの 

（３）印鑑 

（４）費用 

自転車 １台につき ２，５００円 

原動機付自転車 

普通自動二輪車 

大型自動二輪車 

１台につき ４，０００円 

５ 返還できる日時等 

（１）返還日 

   月曜日から土曜日までの日（国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日並び

に１月２日、同月３日及び１２月２９日から同月３１日までの日を除く。） 

（２）返還時間 

   午前９時から午後６時まで 

（３）その他 

   （１）及び（２）にかかわらず、天災地変により返還できないときもある。 

６ 問い合わせ先 
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   和歌山市都市建設局都市計画部まちなみ景観課 電話 ４３５－１０８２ 

（令和３年１２月２３日掲示済）  

 

和歌山市告示第４７０号 

和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年条例第９号）第９条の２第２項の規定に基づき、放

置禁止区域外に放置されていた自転車等を移動し、保管したので、同条例第１０条第１項の規定により告示する。 

令和３年１２月２３日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 放置されていた場所及び移動し、保管した年月日 

放置されていた場所 移動し、保管した年月日 

和歌山市内一円市道上及び無料駐輪場 令和３年１２月２日及び同月８日 

２ 移動し、保管した理由 

  和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例第９条の２第２項に該当したため 

３ 保管場所 

  名称 紀和駅前自転車等保管所 

  所在地 和歌山市宇治家裏１６７番１ 

  電話 ４２２－４１００ 

４ 返還を受けるために必要なもの 

（１）自転車等の鍵 

（２）住所及び氏名を確認できるもの 

（３）印鑑 

（４）費用 

自転車 １台につき ２，５００円 

原動機付自転車 

普通自動二輪車 

大型自動二輪車 

１台につき ４，０００円 

５ 返還できる日時等 

（１）返還日 

   月曜日から土曜日までの日（国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日並び

に１月２日、同月３日及び１２月２９日から同月３１日までの日を除く。） 

（２）返還時間 

   午前９時から午後６時まで 

（３）その他 

   （１）及び（２）にかかわらず、天災地変により返還できないときもある。 

６ 問い合わせ先 

和歌山市都市建設局都市計画部まちなみ景観課 電話 ４３５－１０８２ 

（令和３年１２月２３日掲示済）  

 

和歌山市告示第４７１号 

和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年条例第９号）第１０条第３項の規定に基づき、利用

者又は所有者から引取りのない自転車等を次のとおり処分するので、同条第４項の規定により告示する。 

令和３年１２月２３日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 処分理由 

  移動し、保管した旨を告示した日から起算して９０日を経過したが、引取りがないため 

２ 処分年月日 
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   令和３年１２月２４日 

３ 処分自転車等の放置されていた場所、移動し、保管した年月日及び移動し、保管した旨を告示した年月日 

放置されていた場所 移動し、保管した年月日 
移動し、保管した旨を告

示した年月日 

ＪＲ和歌山駅中央口周辺自転

車等放置禁止区域 

令和３年８月２１日及び同月２６日 令和３年９月７日 

ＪＲ和歌山駅東口周辺自転車

等放置禁止区域 

令和３年８月２４日 令和３年９月７日 

和歌山市内一円市道上及び無

料駐輪場 

令和３年８月１９日、同月２３日、同月２５

日、同月２７日及び同月３１日 

令和３年９月７日 

４ 処分自転車等の保管場所 

  名称 紀和駅前自転車等保管所 

  所在地 和歌山市宇治家裏１６７番１ 

  電話 ４２２－４１００ 

（令和３年１２月２３日掲示済）  

 

和歌山市告示第４７２号 

 和歌山市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成２４年条例第４号）第７条第１項の規

定に基づき指定管理者を指定したので、同条第２項の規定により次のとおり告示する。 

  令和３年１２月２３日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

公の施設の名称 指定管理者 指定期間 

和歌山市営市駅前自転車駐車場 有限会社ジェイイーエス 令和４年４月１日から令和９年３

月３１日まで 

和歌山市営市駅前原動機付自転車駐車場 大揚興業株式会社 令和４年４月１日から令和９年３

月３１日まで 

和歌山市営六十谷駅前自転車等駐車場 大揚興業株式会社 令和４年４月１日から令和９年３

月３１日まで 

和歌山市営和歌山駅東口自転車等駐車場 富士警備保障株式会社 令和４年４月１日から令和９年３

月３１日まで 

（令和３年１２月２３日掲示済）  

 

和歌山市告示第４７３号 

和歌山市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成２４年条例第４号）第７条第１項の規

定に基づき指定管理者を指定したので、同条第２項の規定により次のとおり告示する。 

令和３年１２月２４日 

                                 和歌山市長  尾 花 正 啓    

公の施設の名称 指定管理者 指定期間 

和歌山市勤労者総合センター 公益財団法人和歌山市中小企業勤労者

福祉サービスセンター 

令和４年４月１日から令和９

年３月３１日まで 

（令和３年１２月２４日掲示済）  

 

和歌山市告示第４７４号 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条の規定に基づき、和歌山市道の路線を次のように認定する。 

その関係図面は、和歌山市都市建設局道路河川部道路管理課において告示の日から１４日間一般の縦覧に供す

る。 
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   令和３年１２月２４日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

整理番号 路線名 
起点 

終点 
備考 

３－６８ 広瀬６８号線 
和歌山市雑賀道 

和歌山市雑賀道 

  

１１－２４４ 宮２４４号線 
和歌山市秋月 

和歌山市秋月 

  

１３－１４４ 四箇郷１４４号線 
和歌山市新在家 

和歌山市新在家 

  

１６－１８２ 宮前１８２号線 
和歌山市小雑賀 

和歌山市小雑賀 

  

２１－２１９ 木本２１９号線 
和歌山市榎原 

和歌山市榎原 

  

２２－２７３ 藤戸台１０７号線 
和歌山市栄谷 

和歌山市栄谷 

  

２２－２７４ 藤戸台１０８号線 
和歌山市栄谷 

和歌山市栄谷 

  

２２－２７５ 藤戸台１０９号線 
和歌山市栄谷 

和歌山市栄谷 

  

２２－２７６ 藤戸台１１０号線 
和歌山市栄谷 

和歌山市栄谷 

  

２２－２７７ 藤戸台１１１号線 
和歌山市栄谷 

和歌山市栄谷 

  

２２－２７８ 藤戸台１１２号線 
和歌山市栄谷 

和歌山市栄谷 

 

２２－２７９ 藤戸台１１３号線 
和歌山市栄谷 

和歌山市栄谷 

 

２２－２８０ 藤戸台１１４号線 
和歌山市栄谷 

和歌山市栄谷 

 

２２－２８１ 藤戸台１１５号線 
和歌山市栄谷 

和歌山市栄谷 

 

２２－２８２ 藤戸台１１６号線 
和歌山市栄谷 

和歌山市栄谷 

 

２２－２８３ 藤戸台１１７号線 
和歌山市栄谷 

和歌山市栄谷 

 

２２－２８４ 藤戸台１１８号線 
和歌山市栄谷 

和歌山市栄谷 

 

２２－２８５ 藤戸台１１９号線 
和歌山市栄谷 

和歌山市栄谷 

 

２２－２８６ 藤戸台１２０号線 
和歌山市栄谷 

和歌山市栄谷 

 

２２－２８７ 藤戸台１２１号線 
和歌山市栄谷 

和歌山市栄谷 

 

２２－２８８ 藤戸台１２２号線 和歌山市栄谷  
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   和歌山市栄谷  

２２－２８９ 藤戸台１２３号線 
和歌山市栄谷 

和歌山市栄谷 

 

２２－２９０ 藤戸台１２４号線 
和歌山市栄谷 

和歌山市栄谷 

 

２２－２９１ 藤戸台１２５号線 
和歌山市栄谷 

和歌山市栄谷 

 

２２－２９２ 藤戸台１２６号線 
和歌山市栄谷 

和歌山市栄谷 

 

２２－２９３ 藤戸台１２７号線 
和歌山市栄谷 

和歌山市栄谷 

 

２２－２９４ 藤戸台１２８号線 
和歌山市栄谷 

和歌山市栄谷 

 

２３－２０５ 楠見２０５号線 
和歌山市善明寺 

和歌山市善明寺 

 

２４－１６４ 西和佐１６４号線 
和歌山市岩橋 

和歌山市岩橋 

 

２６－３２０ 西脇３２０号線 
和歌山市西庄 

和歌山市西庄 

 

２６－３２１ 西脇３２１号線 
和歌山市西庄 

和歌山市西庄 

 

３１－１６５ 有功１６５号線 
和歌山市六十谷 

和歌山市六十谷 

 

３１－１６６ 有功１６６号線 
和歌山市六十谷 

和歌山市六十谷 

 

３１－１６７ 有功１６７号線 
和歌山市園部 

和歌山市園部 

 

３８－１６３ 雑賀１６３号線 
和歌山市塩屋４丁目 

和歌山市塩屋４丁目 

 

４１－２１８ 名草２１８号線 
和歌山市毛見 

和歌山市毛見 

 

（令和３年１２月２４日掲示済）  

 

和歌山市告示第４７５号 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条の規定に基づき、道路区域を次のように決定し、令和３年１２

月２４日から供用を開始する。 

その関係図面は、和歌山市都市建設局道路河川部道路管理課において告示の日から１４日間一般の縦覧に供す

る。 

  令和３年１２月２４日 

                                 和歌山市長  尾 花 正 啓    

整理番号 路線名 
起点 

終点 

延長 

（ｍ） 

幅員 

（ｍ） 

３－６８ 広瀬６８号線 
和歌山市雑賀道７２番地先 

和歌山市雑賀道７１番地先 
  ２０．０ ７．９０ 

  和歌山市秋月４６８番３地先   ６．００ 
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 １１－２４４ 宮２４４号線 和歌山市秋月４６７番６地先 ６１．２ ～  

６．１５ 

１３－１４４ 四箇郷１４４号線 
和歌山市新在家５６番１地先 

和歌山市新在家６０番２地先 
  ９６．０ 

６．００ 

～  

６．２０ 

１６－１８２ 宮前１８２号線 
和歌山市小雑賀１８１番１２地先 

和歌山市小雑賀１６２番２地先 
 １１３．０ ６．００ 

２１－２１９ 木本２１９号線 
和歌山市榎原７番２１地先 

和歌山市榎原７番２１地先 
  ３０．９ ６．００ 

２２－２７３ 藤戸台１０７号線 
和歌山市栄谷９５９番１９１地先 

和歌山市栄谷９５９番１８７地先 
 ５８５．２ 

６．００ 

～  

９．００ 

２２－２７４ 藤戸台１０８号線 
和歌山市栄谷９５９番２９７地先 

和歌山市栄谷９５９番２８８地先 
 １１１．８ ６．００ 

２２－２７５ 藤戸台１０９号線 
和歌山市栄谷９５８番２７５地先 

和歌山市栄谷９５９番２６６地先 
 １０９．９ ６．００ 

２２－２７６ 藤戸台１１０号線 
和歌山市栄谷９５９番２５５地先 

和歌山市栄谷９５９番２４７地先 
８５．６ ６．００ 

２２－２７７ 藤戸台１１１号線 
和歌山市栄谷９５９番２３８地先 

和歌山市栄谷９５９番２３２地先 
７５．０ ６．００ 

２２－２７８ 藤戸台１１２号線 
和歌山市栄谷９５９番２２４地先 

和歌山市栄谷９５９番２１９地先 
６４．４ ６．００ 

２２－２７９ 藤戸台１１３号線 
和歌山市栄谷９５９番２１２地先 

和歌山市栄谷９５９番２０８地先 
５４．５ ６．００ 

２２－２８０ 藤戸台１１４号線 
和歌山市栄谷９５９番２０７地先 

和歌山市栄谷９５９番３０９地先 
１４．３ ４．００ 

２２－２８１ 藤戸台１１５号線 
和歌山市栄谷９５９番１８７地先 

和歌山市栄谷９５９番５０７地先 
３２７．３ 

１３．００ 

～  

１３．５０ 

２２－２８２ 藤戸台１１６号線 
和歌山市栄谷９５９番５０１地先 

和歌山市栄谷９５９番５００地先 
１５．５ ４．００ 

２２－２８３ 藤戸台１１７号線 
和歌山市栄谷９５９番４６０地先 

和歌山市栄谷９５９番４９３地先 
５２．０ 

６．００ 

～  

７．００ 

２２－２８４ 藤戸台１１８号線 
和歌山市栄谷９５９番５０２地先 

和歌山市栄谷９５９番４２１地先 
２５８．３ 

６．００ 

～  

９．００ 

２２－２８５ 藤戸台１１９号線 
和歌山市栄谷９５９番４６９地先 

和歌山市栄谷９５９番４３６地先 
６８．０ ６．００ 

２２－２８６ 藤戸台１２０号線 
和歌山市栄谷９５９番４６８地先 

和歌山市栄谷９５９番５０７地先 
１８７．６ 

６．００ 

～  

９．００ 

２２－２８７ 藤戸台１２１号線 
和歌山市栄谷９５９番４４５地先 

和歌山市栄谷９５９番４２９地先 
３０．５ ４．００ 

  和歌山市栄谷９５８番８３地先  ８．００ 
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 ２２－２８８ 藤戸台１２２号線 和歌山市栄谷９５８番６７地先 ４４８．２ ～  

９．３０ 

２２－２８９ 藤戸台１２３号線 
和歌山市栄谷９５８番７６地先 

和歌山市栄谷９５８番７５地先 
１５．０ ６．００ 

２２－２９０ 藤戸台１２４号線 
和歌山市栄谷９５８番５０地先 

和歌山市栄谷９５８番６６地先 
１９０．７ ６．００ 

２２－２９１ 藤戸台１２５号線 
和歌山市栄谷９５８番４３地先 

和歌山市栄谷９５８番５８地先 
２９．５ ６．００ 

２２－２９２ 藤戸台１２６号線 
和歌山市栄谷９５８番２５地先 

和歌山市栄谷９５８番３５地先 
１２８．３ ６．００ 

２２－２９３ 藤戸台１２７号線 
和歌山市栄谷９５８番１１地先 

和歌山市栄谷９５８番１６地先 
７２．３ ６．００ 

２２－２９４ 藤戸台１２８号線 
和歌山市栄谷９５８番１０７地先 

和歌山市栄谷９５８番１１０地先 
４７．５ ９．２０ 

２３－２０５ 楠見２０５号線 
和歌山市善明寺６０１番１地先 

和歌山市善明寺５５１番地先 
６３．２ 

５．８０ 

～  

６．９０ 

２４－１６４ 西和佐１６４号線 
和歌山市岩橋１１７２番６地先 

和歌山市岩橋１１７２番８地先 
１０８．２ 

５．００ 

～  

６．００ 

２６－３２０ 西脇３２０号線 
和歌山市西庄４４０番３地先 

和歌山市西庄４４０番９地先 
４８．６ ６．３０ 

２６－３２１ 西脇３２１号線 
和歌山市西庄４４０番１０地先 

和歌山市西庄４４０番１２地先 
４２．９ ６．３０ 

３１－１６５ 有功１６５号線 
和歌山市六十谷１１８９番２２地先 

和歌山市六十谷１２３１番７地先 
１２０．０ ４．２０ 

３１－１６６ 有功１６６号線 
和歌山市六十谷１２３１番７地先 

和歌山市六十谷１２３４番４地先 
６６．０ ８．００ 

３１－１６７ 有功１６７号線 
和歌山市園部１１２７番１地先 

和歌山市園部１１２７番９地先 
５６．０ ６．００ 

３８－１６３ 雑賀１６３号線 
和歌山市塩屋４丁目１７番１地先 

和歌山市塩屋４丁目１７番２地先 
４２．０ ５．００ 

４１－２１８ 名草２１８号線 
和歌山市毛見１４３６番地先 

和歌山市毛見１４３７番２１８地先 
３５０．０ 

５．６０ 

～  

６．９０ 

（令和３年１２月２４日掲示済）  

 

和歌山市告示第４７６号 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第３項の規定に基づき、和歌山市道の路線を次のように変更す

る。 

その関係図面は、和歌山市都市建設局道路河川部道路管理課において告示の日から１４日間一般の縦覧に供す

る。 

  令和３年１２月２４日 

                                 和歌山市長  尾 花 正 啓    

整理番号 
旧新

別 
路線名 

起点 

終点 
備考 
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２２－２４２ 

旧 藤戸台７６号線 
和歌山市栄谷９７４番１８４地先 

和歌山市栄谷９５９番５０１地先 
 

新 藤戸台７６号線 
和歌山市栄谷９７４番１８４地先 

和歌山市栄谷９５９番５０６地先 
終点の変更 

２２－２６２ 

旧 藤戸台９６号線 
和歌山市栄谷９７６番１８９地先 

和歌山市栄谷９５９番３４７地先 
 

新 藤戸台９６号線 
和歌山市栄谷９７６番１８９地先 

和歌山市栄谷９５９番５２５地先 
終点の変更 

（令和３年１２月２４日掲示済）  

 

和歌山市告示第４７７号 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条の規定に基づき、道路区域を次のように変更し、令和３年１２

月２４日から供用を開始する。 

その関係図面は、和歌山市都市建設局道路河川部道路管理課において告示の日から１４日間一般の縦覧に供す

る。 

  令和３年１２月２４日 

                                 和歌山市長  尾 花 正 啓    

整理番号 
旧新

別 
路線名 

起点                   

終点 

延長 

（ｍ） 

幅員 

（ｍ） 

２２－２４２ 

旧 藤戸台７６号線 
和歌山市栄谷９７４番１８４地先 

和歌山市栄谷９５９番５０１地先 
３８１．５ １１．００ 

新 藤戸台７６号線 
和歌山市栄谷９７４番１８４地先 

和歌山市栄谷９５９番５０６地先 
４６８．４ １１．００ 

２２－２６２ 

旧 藤戸台９６号線 
和歌山市栄谷９７６番１８９地先 

和歌山市栄谷９５９番３４７地先 
５７７．９ ２５．００ 

新 藤戸台９６号線 
和歌山市栄谷９７６番１８９地先 

和歌山市栄谷９５９番５２５地先 
６６３．５ 

１５．００ 

～  

２５．００ 

（令和３年１２月２４日掲示済）  

 

和歌山市告示第４７８号 

和歌山市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成２４年条例第４号）第７条第１項の規

定に基づき指定管理者を指定したので、同条第２項の規定により次のとおり告示する。 

令和３年１２月２４日 

 和歌山市長  尾 花 正 啓    

公の施設の名称 指定管理者 指定期間 

和歌山東公園 公益財団法人和歌山市文化スポーツ振興財団 令和４年４月１日から令和９年

３月３１日まで 

（令和３年１２月２４日掲示済）  

 

和歌山市告示第４７９号 

  次の書類に係る別紙の者は、その住所及び居所が明らかでないためその書類の送達ができないので、国民健康

保険法（昭和３３年法律第１９２号）第７８条において準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０

条の２の規定により告示する。 

 なお、送達すべき書類は、国保年金課において保管し、送達を受けるべき者の申出により交付する。 

  令和３年１２月２７日 
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                                                          和歌山市長  尾 花 正 啓    

年度 種別 備考 

令和２年度 国民健康保険料更正通知書 納期は、令和４年１月２４日に変更する。 

令和２年度 国民健康保険料決定通知書 納期は、令和４年１月２４日に変更する。 

令和３年度 国民健康保険料更正通知書 納期は、令和４年１月２４日に変更する。 

令和３年度 国民健康保険料決定通知書 納期は、令和４年１月２４日に変更する。 

 （別紙省略） 

（令和３年１２月２７日掲示済）  

 

和歌山市告示第４８０号 

 市県民税普通徴収督促状、市県民税特別徴収督促状及び軽自動車税督促状を別紙の者に送付したところ、住所

又は居所が明らかでないため送達できないので和歌山市税条例（昭和２９年条例第３０号）第１６条の規定によ

り告示する。 

 なお、送達すべき督促状は、納税課において保管し、送達を受けるべき者の申出により交付する。 

  令和３年１２月２８日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

 （別紙省略） 

（令和３年１２月２８日掲示済）  

 

和歌山市告示第４８１号 

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項の規定において準用する同法第１９条第１項の規定

により都市計画を変更したので、同法第２１条第２項の規定において準用する同法第２０条第１項の規定により

次のとおり告示し、同条第２項の規定により、当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供する。 

令和３年１２月２８日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 都市計画の種類及び名称 

  和歌山都市計画地区計画（直川地区（４）地区計画） 

２ 都市計画を定める土地の区域 

 変更する部分 

和歌山市直川の一部 

３ 都市計画の縦覧場所 

 和歌山市都市建設局都市計画部都市計画課 

（令和３年１２月２８日掲示済）  

 

和歌山市告示第４８２号 

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項の規定において準用する同法第１９条第１項の規定

により都市計画を変更したので、同法第２１条第２項の規定において準用する同法第２０条第１項の規定により

次のとおり告示し、同条第２項の規定により、当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供する。 

令和３年１２月２８日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 都市計画の種類及び名称 

  和歌山都市計画駐車場（市営北立体駐車場） 

２ 都市計画を定める土地の区域 

 変更する部分 

和歌山市九番丁の一部 

３ 都市計画の縦覧場所 
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  和歌山市都市建設局都市計画部都市計画課 

（令和３年１２月２８日掲示済）  

 

和歌山市告示第４８３号 

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項の規定において準用する同法第１９条第１項の規定

により都市計画を変更したので、同法第２１条第２項の規定において準用する同法第２０条第１項の規定により

次のとおり告示し、同条第２項の規定により、当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供する。 

令和３年１２月２８日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 都市計画の種類及び名称 

  和歌山都市計画生産緑地地区 

２ 都市計画を定める土地の区域 

  変更する部分 

和歌山市津秦字師匠田 

新在家字百姓目 

字得津 

木ノ本字角折 

井辺字儀法堂 

字新出 

松島字来光寺 

加納字中北嶋 

吉礼字薄葉 

出島字堤外松原 

の各一部 

３ 都市計画の縦覧場所 

 和歌山市都市建設局都市計画部都市計画課 

（令和３年１２月２８日掲示済）  

 

和歌山市告示第１号 

 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項に規定する医師を指定したので、和歌山市身

体障害者福祉法に関する規則（平成１５年規則第１１号）第４条の規定により次のとおり告示する。 

令和４年１月４日 

                                 和歌山市長  尾 花 正 啓    

氏名 診療科目 
診断する障害

の種類 
医療機関の名称 医療機関の所在地 指定年月日 

田中慶尚 整形外科 肢体不自由 日本赤十字社和歌山医

療センター 

和歌山市小松原通

４丁目２０番地 

令和４年１

月１日 

山野貴司 循環器内科 心臓機能障害 和歌山県立医科大学附

属病院 

和歌山市紀三井寺

８１１番地１ 

令和４年１

月１日 

佐々木秀一朗 眼科 視覚障害 和歌山ろうさい病院 和歌山市木ノ本９

３－１ 

令和４年１

月１日 

土岐尚嗣 脳神経外科 肢体不自由 和歌山県立医科大学附

属病院 

和歌山市紀三井寺

８１１番地１ 

令和４年１

月１日 

齋藤 啓 耳鼻咽喉科 聴覚障害、平 

衡機能障害 

斉藤耳鼻咽喉科 和歌山市古屋９５ 

－１ 

令和４年１ 

月１日 

辰田仁美 呼吸器内科 呼吸器機能障 和歌山ろうさい病院 和歌山市木ノ本９ 令和４年１ 
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   害  ３－１ 月１日 

（令和４年１月４日掲示済）  

 

【 公 告 】 

 

和歌山農業振興地域整備計画を変更するので、農業振興地域の整備に関する法律（昭和４４年法律第５８号。

以下「法」という。）第１３条第４項において準用する法第１１条第１項の規定により、当該変更に係る農業振

興地域整備計画案及び変更しようとする理由を記載した書面を令和３年１２月２０日から令和４年１月１８日ま

で和歌山市産業交流局農林水産部農林水産課において縦覧に供する。 

なお、上記の縦覧期間中に和歌山市民は、法第１３条第４項において準用する法第１１条第２項の規定に基づ

き和歌山農業振興地域整備計画案に対して、和歌山市に意見を提出することができる。 

また、和歌山農業振興地域整備計画案のうち農用地利用計画案に係る農用地区域内にある土地の所有者その他

その土地に関して権利を有する者は、法第１３条第４項において準用する法第１１条第３項の規定に基づき農用

地利用計画案に対して異議があるときは、上記の縦覧期間の満了の日の翌日から起算して１５日以内に和歌山市

にこれを申し出ることができる。 

令和３年１２月２０日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 意見書の提出先等 

（１）提出先 郵便番号６４０－８５１１ 

和歌山市七番丁２３番地 

和歌山市産業交流局農林水産部農林水産課 

（２）提出方法及び提出期限 

ア 提出方法 郵送又は持参による提出とし、電話による意見は、受け付けない。 

イ 提出期限 令和４年１月１８日（郵送にあっては、同日の消印のあるものまでとする。） 

（３） 提出に当たっての注意事項 

ア 意見書は、農業振興地域整備計画案に対する意見以外は提出することはできない。 

イ 意見書には、個人の場合にあっては住所、氏名及び職業を、法人の場合にあっては法人名、代表者名及

び事業所の所在地を記載すること。 

ウ 提出された意見書は、その内容を公表する場合がある。 

エ 提出のあった意見には個別の回答はせず、和歌山農業振興地域整備計画の変更の公告時に、意見の要旨

とその処理結果を併せて公告する。 

（４）意見書の処理方法 

提出された意見については、必要に応じ和歌山農業振興地域整備計画案の修正意見として取り入れること

とする。なお、その際には、和歌山農業振興地域整備計画の変更公告時にその処理結果を公表する。 

２ 異議申出の際の提出先等 

（１）提出先 郵便番号６４０－８５１１ 

和歌山市七番丁２３番地 

和歌山市産業交流局農林水産部農林水産課 

（２）提出方法及び提出期限 

ア 提出方法 郵送又は持参による提出とし、電話による意見は、受け付けない。 

イ 提出期限 令和４年２月２日（郵送にあっては、同日の消印のあるものまでとする。） 

（３）提出に当たっての注意事項 

異議の申出は、次の事項を記載した書面に異議申出人が押印して行うこと。異議申出人が法人その他の社

団若しくは財団であるとき、総代を互選したとき、又は代理人によって異議申出をするときは、異議申出書

には、次の事項のほか、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所を記載すること。 
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 ア 異議申出人の氏名及び年齢又は名称並びに住所 

イ 異議申出に係る農用地利用計画の変更案 

ウ 異議申出人が農用地利用計画の変更案に係る当該農用地区域内の土地について有する所有権その他権利

の種類及びその土地の所在並びにその土地について異議申出人以外の者が有する所有権その他権利の種類

及びその者の氏名又は名称及び住所 

エ 異議の申出に係る農用地利用計画の案の縦覧があったことを知った日 

オ 異議申出の趣旨及び理由 

カ 教示の有無及びその内容 

キ 異議申出の年月日 

（令和３年１２月２０日掲示済）  

 

次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定

に基づき公告する。 

  令和３年１２月２０日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

和歌山市朝日字城ノ前１２３７番５ 和歌山市朝日２４１番地１ プリエールⅠ２０２ 

䓶木佑希 

（令和３年１２月２０日掲示済）  

 

予防接種法（昭和２３年法律第６８号）附則第７条第１項の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症の予防

接種を次のとおり実施するので、予防接種法施行令（昭和２３年政令第１９７号）第５条の規定により公告する。 

令和３年１２月２４日 

和歌山市保健所 

所長  松 浦 英 夫    

１ 対象者 

  和歌山市に居住する１２歳以上の者 

２ 実施場所及び期間 

（１）実施場所 集合契約締結医療機関 

（２）実施期間 令和３年２月１７日から令和４年９月３０日まで 

３ 接種不適当者 

（１）当該予防接種に相当する予防接種を受けたことのある者で、当該予防接種を行う必要がないと認められる

もの 

（２）明らかな発熱を呈している者 

（３）重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者 

（４）当該疾病に係る予防接種の接種液の成分によってアナフィラキシーを呈したことが明らかな者 

（５）その他予防接種を行うことが不適当な状態にある者 

４ 料金 

  無料 

５ 使用するワクチン 

（１）コロナウイルス修飾ウリジンＲＮＡワクチン（ＳＡＲＳ－ＣｏＶ－２）（令和３年２月１４日にファイザ

ー株式会社が医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和３５年法律第１４

５号。以下「法」という。）第１４条の承認を受けたものに限る。） 

（２）コロナウイルス修飾ウリジンＲＮＡワクチン（ＳＡＲＳ－ＣｏＶ－２）（令和３年５月２１日に武田薬品

工業株式会社が法第１４条の承認を受けたものに限る。） 

（３）コロナウイルス（ＳＡＲＳ－ＣｏＶ－２）ワクチン（遺伝子組換えサルアデノウイルスベクター）（令和
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 ３年５月２１日にアストラゼネカ株式会社が法第１４条の承認を受けたものに限る。） 

  ただし、（３）については、対象者のうち１２歳以上１８歳未満の者に対して行う接種においては使用しな

いこととし、また、必要がある場合を除き、１８歳以上４０歳未満の者に対して行う接種においては使用しな

いこと。 

 追加接種を行う場合においては、（１）と（２）に掲げるワクチンを使用することとし、この場合において、

当該ワクチンは対象者のうち１２歳以上１８歳未満の者に対して行う接種には使用しないこと。 

（令和３年１２月２４日掲示済）  

 

次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定

に基づき公告する。 

令和３年１２月２７日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

和歌山市田尻字西野７５番１、７６番１、７６番２ 和歌山市太田２丁目８番１１号 

株式会社幸福建設 

代表取締役 𠮷田梨絵 

和歌山市新庄字髙落８１番 和歌山市太田２丁目８番１１号 

株式会社幸福建設 

代表取締役 𠮷田梨絵 

（令和３年１２月２７日掲示済）  

 

【 選挙管理委員会告示 】 

 

和歌山市選挙管理委員会告示第４４号 

 和歌山市選挙管理委員会を次のとおり招集する。 

  令和３年１２月２３日 

和歌山市選挙管理委員会 

委員長  大 西 勉 己    

１ 日時 令和３年１２月２８日（火）午前１０時００分 

２ 場所 和歌山市西汀丁３６番地 

和歌山商工会議所１階選挙管理委員会室 

３ 案件 

（１）和歌山市条例制定請求者署名簿に署名した者の総数及び有効署名の総数について 

（２）和歌山市条例制定請求者署名簿の縦覧期間及び場所について 

（令和３年１２月２３日掲示済）  

 

和歌山市選挙管理委員会告示第４５号 

 和歌山市選挙管理委員会を次のとおり招集する。 

  令和３年１２月２３日 

和歌山市選挙管理委員会 

委員長  大 西 勉 己    

１ 日時 令和４年１月５日（水）午前１０時００分 

２ 場所 和歌山市西汀丁３６番地 

和歌山商工会議所１階選挙管理委員会室 

３ 案件 
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 （１）和歌山市条例制定請求署名審査録の作成について 

（２）和歌山市条例制定請求者署名簿の署名の効力が確定した旨及び有効署名総数について 

（令和３年１２月２３日掲示済）  

 

和歌山市選挙管理委員会告示第４６号 

令和３年１２月９日請求代表者池田香弥外１３名から提出された和歌山市条例制定請求者署名簿について、地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第７４条の２第１項の規定による署名の証明が終了したので、地方自治法

施行令（昭和２２年政令第１６号）第９５条の２の規定により、当該署名簿に署名した者の総数及び有効署名の

総数は、次のとおりである。 

令和３年１２月２８日 

和歌山市選挙管理委員会 

委員長  大 西 勉 己    

１ 署名した者の総数 ２０，９４３人 

２ 有効署名の総数 ２０，０３９人 

（令和３年１２月２８日掲示済）  

 

和歌山市選挙管理委員会告示第４７号 

令和３年１２月９日請求代表者池田香弥外１３名から提出された和歌山市条例制定請求者署名簿について、地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第７４条の２第２項の規定により、当該署名簿を、次のとおり関係人の縦

覧に供します。 

令和３年１２月２８日 

和歌山市選挙管理委員会 

委員長  大 西 勉 己    

１ 縦覧の期間 令和３年１２月２９日から令和４年１月４日まで 

２ 縦覧の時間 午前８時３０分から午後５時まで 

３ 縦覧の場所 和歌山市西汀丁３６番地 

        和歌山商工会議所１階 

        和歌山市選挙管理委員会事務局 

（令和３年１２月２８日掲示済）  

 

【 人 事 委 員 会 公 告 】 

 

令和３年度和歌山市職員（医師）採用選考を次のとおり実施するので公告する。 

  令和３年１２月２０日 

和歌山市人事委員会委員長  水 野 八 朗    

 令和３年度和歌山市職員（医師）採用選考 

１ 選考区分、採用予定人員及び職務内容 

選考区分 採用予定人員 職務内容 

医師［保健所］ 

（公衆衛生） 

１人 保健所において、医学的見地から結核予防、感染症予防、乳幼児健診

等を主とした専門業務に従事する。また、人事異動により保健所以外

で勤務する場合もある。 

２ 受験資格 

次の（１）から（４）までの要件を満たす者 

（１）昭和３２年４月２日以降に生まれた者で、令和４年５月１日までに勤務を開始できる方 

（２）医師免許を有する者 
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 （３）日本国籍を有する者 

（４）地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第１６条に規定する次のいずれにも該当しない者 

ア 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 

イ 和歌山市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

ウ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張

する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

３ 選考の方法及び選考の日時等 

（１）選考の方法は、口述試験（個人の形式による、主として人物、性格等についての面接）により行う。 

（２）選考の日時及び場所は、受験申込みをした者に、別途、連絡する。 

４ 採用予定日 

  選考に合格した者と調整の上、別途、連絡する。 

５ 合格発表等 

  合格発表予定日は、受験者に、別途、連絡する。なお、合格発表の方法は次のとおりである。 

合格発表の方法 

①全ての受験者に文書で通知する。 

②和歌山市役所正面玄関に掲示する。 

注意事項 

 １ 和歌山市のホームページでも、合格発表の日から約１週間、合格者の受験番号を掲示する。ただし、

必ず合格通知や合格発表掲示で確認すること。 

 ２ 合否に関する電話での問い合わせには応じない。 

６ 選考結果の開示 

（１）この選考の結果については、和歌山市個人情報保護条例（平成１２年条例第１２７号）の規定により、次

のとおり開示する。 

開示請求できる者 開示内容 開示期間 開示場所 

選考を受験した者

（本人に限る。） 

選考の得点及

び得点に基づ

く順位 

合格発表の日から１か月間。ただし、日曜日、土曜

日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１

７８号）に規定する休日及び和歌山市職員の勤務時

間、休暇等に関する条例（平成６年条例第３５号）

第９条に規定する年末年始の休日（以下「日曜日等

」という。）を除く午前８時３０分から午後５時１

５分までとする。 

和歌山市人

事委員会事

務局 

（２）開示請求をしようとする者は、受験票を提示すること。なお、電話、郵便等による開示の請求はできない。 

７ 合格から採用まで 

（１）合格者は、採用候補者名簿に登載される。 

（２）任命権者は、採用候補者名簿の中から採用者を決定する。 

（３）採用日は、選考に合格した者と調整の上決定する。 

（４）最終合格後に受験資格を満たさないこと、心身の故障のため職務の遂行に支障があること若しくはこれに

堪えないこと又は職に必要な適格性を欠くことが明らかとなった等の場合は、採用候補者名簿に登載されて

いても採用しない。 

８ 受験申込時の添付書類 

医師免許証の写し（Ａ４サイズにコピーしたもの）１通及び８４円分の郵便切手を貼った宛先明記の返信用

封筒（長形３号）を添付すること。 

９ 受験申込みの注意事項 

（１）受験案内及び申込書の入手方法等 

入手方法 入手場所等 

直接受け取る方 和歌山市七番丁１７番地 朝日ビルディング２階 和歌山市人事委員会事務局 
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 法 日曜日等を除く。 

ダウンロードで

入手する方法 

和歌山市ホームページからダウンロードすることができる。 

和歌山市ホームページ 

ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｉｔｙ．ｗａｋａｙａｍａ．ｗａｋａｙａｍａ．ｊｐ／ 

郵便で入手する

方法 

郵便番号６４０－８５１１、和歌山市七番丁２３番地、和歌山市人事委員会事務局

宛てに、１４０円分の郵便切手を貼った宛先明記の返信用封筒（角形２号などのＡ

４サイズが入る大きさのもの）を同封して行うものとする。 

（２）申込書提出先 

  ア 郵送の場合 

郵便番号６４０－８５１１ 和歌山市七番丁２３番地 和歌山市人事委員会事務局 

必ず簡易書留郵便とし、封筒の表に「医師採用選考申込書在中」と朱書すること。 

  イ 持参の場合 

    和歌山市七番丁１７番地 朝日ビルディング２階 和歌山市人事委員会事務局 

（３）申込受付期間 

受験申込みは、合格者が決定されるまで、随時、受け付ける。なお、受付時間は日曜日等を除く午前８時

３０分から午後５時１５分までとする。 

（４）受験票は、申込受付後発送する。 

（５）この選考において提出された書類等は、受付後返却しない。 

（６）申込書に記載された個人情報は、選考及び採用に関する事務以外の目的には使用しない。 

（７）申込書は、口述試験の参考資料として使用する。 

（８）選考当日に車椅子を使用するなどの要望がある者は、受験申込書の「受験に関する特記事項」欄に記入す

ること。 

１０ 給与等 

（１）給与は、和歌山市職員給与条例（昭和２６年条例第７号）等に基づき、給料のほか、各種手当が支給され

る。 

（２）初任給及び年収は、次のとおりである。 

 医師［保健所］（公衆衛生） 

初任給 約６５８，８００円 

年収 ９６６万円程度 

 注意事項 

    １ この初任給及び年収は、医師免許取得後２年の臨床研修を受け、その後３年の実務経験のある者

の例で、初任給の額には、地域手当（１２パーセント）、初任給調整手当（２５０，９００円）及

び管理職手当を含む。 

    ２ 医師免許取得後の職歴等に応じて初任給に一定の額が加算される制度がある。 

    ３ 給与についての記述は、令和３年４月１日現在の条例等に基づく内容であり、採用時にはこれら

と異なる場合がある。 

（３）採用された者は、和歌山県市町村職員共済組合等に加入することになる。 

（４）勤務時間等は、原則として次のとおりである。 

選考区分 勤務時間 週休日・休日 

医師［保健所］ 

（公衆衛生） 

（月曜日から金曜日まで） 

午前８時３０分から午後５時１５分まで 

日曜日、土曜日、休日及び年

末年始の休日 

（５）和歌山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例等に基づき、年次有給休暇や病気休暇のほかに、結婚休暇、

産前休暇、産後休暇、ボランティア休暇等の特別休暇がある。 

（令和３年１２月２０日掲示済）  
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【 教 育 委 員 会 告 示 】 

 

和歌山市教育委員会告示第２０号 

 和歌山市教育委員会定例会を次のとおり開催することとし、招集したので告示する。 

令和３年１２月２０日 

                                   和歌山市教育委員会     

                                   教育長  阿 形 博 司    

１ 日時 令和３年１２月２３日（木） 午前１０時００分から 

２ 場所 和歌山市七番丁２３番地 

     和歌山市役所１１階 教育委員室 

３ 事案 

（１）１２月定例市議会について 

（２）和歌山市コミュニティセンター指定管理者の指定について 

（３）令和４年（２０２２年）和歌山市はたちのつどいについて 

（４）通学区域について 

（５）和歌山市中学校給食実施方法等調査検討業務 中間報告書について 

（６）令和３年度末教職員人事異動に関する方針及び努力点について 

（７）請願書について 

（８）その他 

（令和３年１２月２０日掲示済）  


